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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
政
府
が
進
め
る
「
外
国
人
材
の
受
入
れ
」
の
枠
組
み
と
法
律
の
規
定
等
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

今
国
会
に
提
出
し
て
い
る
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
法
務
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
以
下
「
改

正
法
案
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
。
以
下

「
改
正
後
入
管
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
「
特
定
技
能
第
二
号
」
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
外
国
人
の
扶
養

を
受
け
る
配
偶
者
又
は
子
は
、
原
則
と
し
て
「
家
族
滞
在
」
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
健
康
保
険
を
利
用
で
き
な
い
状
態
」
及
び
「
医
療
費
の
支
払
い
能
力
が
な
い
場
合
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
お
尋
ね
の
「
特
定
技
能
一
号
な
い
し
二
号
の
外
国
人
労
働
者
」
に
限
ら
ず
、
一
般
に
、
被

用
者
保
険
の
被
保
険
者
等
で
あ
る
場
合
、
保
険
料
納
付
等
の
義
務
を
負
う
一
方
、
療
養
の
給
付
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、

そ
の
自
己
負
担
割
合
は
、
通
常
三
割
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

一



お
尋
ね
の
「
特
定
技
能
一
号
な
い
し
二
号
の
外
国
人
労
働
者
の
退
職
者
」
に
限
ら
ず
、
一
般
に
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民

認
定
法
に
お
い
て
は
、
本
邦
に
在
留
す
る
外
国
人
は
、
在
留
期
間
が
満
了
し
、
又
は
在
留
資
格
の
取
消
し
に
よ
り
在
留
資
格

を
失
っ
た
場
合
に
は
、
本
邦
か
ら
出
国
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
特
定
技
能
一
号
な
い
し
二
号
の
外
国
人
労
働
者
」
が
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）

に
基
づ
く
年
金
た
る
給
付
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
に
基
づ
く
年
金
た
る
保
険
給
付
に

つ
い
て
は
、
支
給
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
そ
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

六
及
び
七
に
つ
い
て

「
特
定
技
能
第
一
号
」
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
在
留
期
間
の
更
新
等
に
よ
り
「
特
定
技

能
第
一
号
」の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
が
通
算
し
て
五
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
、

法
務
省
令
で
定
め
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
特
定
技
能
一
号
か
ら
特
定
技
能
二
号
に
移
行
で
き
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

二



が
、
「
特
定
技
能
第
一
号
」
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
外
国
人
が
「
特
定
技
能
第
二
号
」
へ
の
在
留
資
格
の
変
更
を

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
法
務
大
臣
が
、
当
該
外
国
人
に
つ
い
て
、
「
特
定
技
能
第
二
号
」
の
在
留
資
格
の
条
件
に
適
合
す
る

な
ど
、
在
留
資
格
の
変
更
を
許
可
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
を

要
す
る
。

九
及
び
十
に
つ
い
て

「
移
民
」
と
い
う
言
葉
は
様
々
な
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

十
一
及
び
十
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
現
在
、
技
能
実
習
を
し
て
い
る
外
国
人
技
能
実
習
生
が
、
本
件
法
案
の
成
立
、
施
行
後
に
、
特
定
技
能
一
号

に
な
れ
ば
」
及
び
「
現
在
、
技
能
実
習
を
し
て
い
る
外
国
人
技
能
実
習
生
が
、
本
件
法
案
の
成
立
、
施
行
後
に
、
特
定
技
能

一
号
に
な
り
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

十
三
に
つ
い
て

人
材
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
産
業
上
の
分
野
に
属
す
る
技
能
を
有
す
る
外
国
人
の
受
入
れ
を
図
る
こ
と

が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
た
め
、
改
正
法
案
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三



十
四
及
び
十
五
に
つ
い
て

改
正
後
入
管
法
に
お
い
て
は
、
「
特
定
技
能
」
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
外
国
人
を
雇
用
に
関
す
る
契
約
に
基
づ

い
て
受
け
入
れ
る
本
邦
の
公
私
の
機
関
は
、
「
特
定
技
能
雇
用
契
約
の
締
結
の
日
前
五
年
以
内
に
出
入
国
又
は
労
働
に
関
す

る
法
令
に
関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行
為
を
し
て
い
な
い
こ
と
」
を
含
む
法
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。

十
六
に
つ
い
て

「
特
定
技
能
第
一
号
」
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
家
族
の
帯
同
を
認
め
な
い
こ
と
と
し
て

い
る
。
も
っ
と
も
、
「
特
定
技
能
第
一
号
」
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
外
国
人
の
配
偶
者
又
は
子
の
場
合
に
限
ら
ず
、

本
邦
に
在
留
す
る
外
国
人
の
配
偶
者
又
は
子
に
つ
い
て
、「
家
族
滞
在
」
の
在
留
資
格
を
取
得
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

個
別
の
事
情
を
考
慮
し
、
「
特
定
活
動
」
の
在
留
資
格
を
認
め
る
場
合
が
あ
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
「
こ
の
子
ど
も
」
が
、
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
等
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
療
養
の
給
付
等
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
。

十
七
及
び
十
八
に
つ
い
て

四



「
外
国
人
労
働
者
同
士
が
結
婚
し
て
生
ま
れ
た
子
ど
も
」
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
我
が
国
の
公
立
の
義
務
教
育

諸
学
校
に
お
い
て
は
、
就
学
を
希
望
す
る
外
国
人
児
童
生
徒
を
日
本
人
児
童
生
徒
と
同
様
に
無
償
で
受
け
入
れ
る
こ
と
と
し

て
い
る
。
ま
た
、
「
外
国
人
労
働
者
同
士
が
結
婚
し
て
生
ま
れ
た
子
ど
も
」
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
幼
稚
園
に
お

い
て
は
、
満
三
歳
か
ら
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
幼
児
、
保
育
所
に
お
い
て
は
、
保
育
を
必
要
と
す
る
乳
児
又

は
幼
児
が
、
入
園
し
、
又
は
利
用
で
き
る
。

ま
た
、
「
補
助
の
職
員
等
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
外
国
人
の
子
ど
も
に
対
す
る
指
導

又
は
保
育
の
た
め
、
任
命
権
者
又
は
各
学
校
若
し
く
は
保
育
所
の
設
置
者
の
判
断
に
よ
り
、
職
員
を
配
置
す
る
こ
と
は
可
能

で
あ
る
。

五


